








要因分析図 添付資料－３（２／３）

一時的な詰りは安全上重要な
施設の故障にはあたらないとい
う考えがあった

２系列に詰まりの傾向があった
が、一時的な詰りは安全上重要
な施設の故障にはあたらないと
いう考えがあった

詰まりの場合に漏えいが発生し
た際には漏えいが検知できない
状態であるという起こりうるリス
クに対する安全側への評価が
できていない

廃液を取り扱う時という保安規
定の記載に対して運転状態でな
ければ｢適用される状態」ではな
いという意見が出された

一時的な詰まりは清掃等で短
時間で回復させることができる
と考えていたことから、漏えい
検知装置の故障にはあたらな
いという判断をすることとしてい
た

初期に１系列で警報が発報し、
実報でなく、詰まりが確認され
た際に検知装置の動作不能状
態であると判断しなかった

詰まりの場合に漏えいが発生し
た際には漏えいが検知できな
い状態であるという起こりうるリ
スクに対する安全側への評価
ができていない

１日近く漏えい検知装置が詰ま
りにより発報している状態が断
続的に起っていたが検知装置
の動作不能状態であると判断し
なかった

考えられるリスクを評価し対応
を検討する手順が明確になって
いなかった

Ａ

保安規定の要求事項に対する理解が不足
していた

事　実 １　W ２　W ３　W ４　W 要因分析の結果として得られた直接要因

どの程度の期間詰まりの状態
が継続した場合に動作不能との
判断をするかという定義が明確
になかった

通常と異なる事象が発生した
際に安全側に評価するという意
識が不足していた

５　W

通常と異なる事象が発生した際
に安全側に評価するという意識
が不足している

高レベル廃液を取り扱うという観点での安
全に対する意識を高めるための教育に対
する取り組みが不足していた

考えられるリスクを評価し対応を検討する
手順が構築されていなかった

高レベル廃液を取り扱うという観点での安
全に対する意識を高めるための教育に対
する取り組みが不足していた

統括当直長から工場長及び核
燃料取扱主任者に、「警報の発
報は配管の詰まりによるもの
で、廃液の移送も行っていない
ので、問題ない」旨、連絡した
が、詰まりであっても保安規定
に基づく対応が必要であるとい
う意見が出なかった

Ａへ

分類：
　　　　：ルール、仕組みの問題
　　　　：組織風土の問題

：重要点

特任判断当番者は、送液停止
措置をとっている場合には漏
えい検知装置は保安規定上
「適用される状態」でないとの
考えを持った。しかし、貯槽に
溶液が存在することをもって
「適用される状態」とするこれ
までの運用を誤認した
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「設備に求められる状態」を満
足しているか否か的確な判断
ができなかった

統括当直長が朝会（事業部長、
工場長、核取等も出席）に漏え
い検知装置が２系列ともレンジ
オーバーであることを報告した
が、誰も保安規定に基づく対応
が必要であると考えなかった
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要因分析図 添付資料－３（３／３）

保安規定第７７条に基づく保修
作業実施計画を作成しなかった

核燃料取扱主任者も出席して
いる再処理安全委員会におい
て洗浄水の貫通プラグ部に浸
入する可能性について議論され
ているが、第７７条に基づく保修
作業実施計画の作成を要請す
るコメントはなかった

保修作業実施計画の作成の要
否は、担当課長の判断による
が、その判断の妥当性につい
て第三者が確認することとなっ
ておらず、判断した根拠や経緯
も不明瞭であった

安全上重要な閉じ込め機能
が、「適用される状態」にあるか
否かに係わらず、要求される状
況にあることを認識していな
かった

通常では「安全上重要な施設の
安全機能に係る保修作業に対
する保修作業実施計画」が、本
委員会に諮られるため、本委員
会において、保修作業実施計画
の作成の要否は判断事項との
認識はなかった

再処理安全委員会として審議対象に対し
て保安規定との関連について、どのような
観点で審議するのかの意識が不足してい
た

固化セルの安全機能（しゃへい
及び閉じ込め）については固化
セルの壁で担保しており、洗浄
作業により、安全機能に影響が
ないことから、保修作業実施計
画を立案する作業はないと考え
た

事業部長以下で高レベル廃液
供給配管の取外しを含む作業
計画についてその実施内容等
を確認しているが、保安規定に
基づき作業計画の立案に関す
る確認をしていない

保修作業実施計画の作成の必
要性は担当課長の判断による
ことから、事業部長以下の打合
せにおいて、事業部長、工場長
等は、保修作業実施計画の作
成について考えが及ばなかっ
た

事業部長、工場長、副工場長、
関係部長等が出席する総括Ｗ
Ｇで作業計画について確認して
いるが、保安規定に基づき保修
作業実施計画の立案に関する
確認をしていない

総括ＷＧでは、現場作業の技術
面が主に検討され、保安規定に
基づく手続きを管理するとの認
識がなかった

事　実 １　W ２　W ３　W

保安規定の要求事項を正しく解釈していな
かった

保安規定に基づく重要な判断に対して記
録を残し、その妥当性を多角的に確認する
というシステムの構築が十分ではなかった

現場で行われる業務と保安規定の関係に
対する意識が不足していた

要因分析の結果として得られた直接要因

現場で行われる業務と保安規定の関係に
対する意識が不足していた

配管の取り外し

固化セル内洗浄

分類：
　　　　：ルール、仕組みの問題
　　　　：組織風土の問題

：重要点

保修作業実施計画の作成の要
否は担当課長の判断による
が、その判断の妥当性につい
て第三者が確認することとなっ
ておらず、判断した根拠や経緯
も不明瞭であった

保安規定に基づく重要な判断に対して記
録を残し、その妥当性を多角的に確認する
というシステムの構築が十分ではなかった

固化セル内洗浄作業に係る再処
理安全委員会の審議事項におい
て、作業内容（審議内容）と保安規
定とを照し合せての確認をしな
かった

保安規定の対応を確認する役割
はライン業務であり、総括ＷＧで
は手続きも含めた現場作業に必
要な業務が検討されていなかった
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取り外す対象となる高レベル廃
液供給配管に対する安全機能
が適用される状態ではないこと
から保修作業実施計画を作成
する必要がないと考えた

保安規定第７７条に基づく保修
作業実施計画の作成は、「適用
される状態」であることが前提条
件であると考えた
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直接要因に係る対策のアクションプラン
添付資料ー４

・喫緊の対策

漏えい検知装置における計装配管の詰まりが発生した際には、漏
えいを検知できる状態ではないことから、動作不能と判断するよう
周知する。

保安規定の要求事項を正しく理解するために、「設備に求められる
状態」の解釈及び「保修作業実施計画」が必要となる保修作業内
容が明確になるよう社内規定類を改正する。

保修作業実施計画の作成の要否に関して、安全上重要な施設の
安全機能に係る保修作業を明確にするために、安全機能に影響を
及ぼす場合及び安全機能に影響を及ぼすおそれがある場合を含
め、判断フローを作成し、その判断フローを周知する。その判断フ
ローは、判断結果（判断根拠となった資料）として作業票に添付す
ることとし、判断に迷った場合は、保安の総括部署に確認すること
とする。
上記内容を社内規定類に反映する。

事業部長以下の事業部幹部において、本事象に係る判断や対応
の反省についてディスカッションを行い、安全側に考える意識や危
機管理意識向上を図る。

作業と保安規定の関係を常に意識するように、作業実施に係る資
料に保安規定の該当する条項を記載するよう周知する。

審議対象と保安規定の関係を常に意識するように、社内規定類を
改正し、再処理安全委員会資料に、保安規定の該当する条項を記
載し、該当しない場合はその旨を明確にする。

・中長期的な対策

発生した事象とそれに対してとった対応及び課題を抽出し事例集
として収集し、集まった事例を定期的に評価し手順書等に必要な
反映を行う。

リスクアセスメントの推進のため、その教育方法を構築する。

保安規定やマニュアルの単なる教育にとどまらず、安全意識を深
めるために、解釈及び根拠、保安規定作成時の背景を理解させる
ための教育システムを構築する。

保安規定及び社内規定類の解釈に迷うような箇所を吸い上げる仕
組みを構築し、定期的に保安規定及び社内規定類に対して必要な
改正を行う。

保安教育の中に過去の異常事例（今回の事象を含む）を追加し、
継続して安全意識、危機管理意識の向上を図る。

過去の事例（今回の事象を含む）に対して、当時の判断や対応の
経緯について、役員、部課長、課員等の階層別に定期的にディス
カッションを行い、常に安全側に考える意識や、危機管理意識の向
上を図る。

保安教育内容を充実させ、核燃料物質（ウラン溶液、プルトニム溶
液、高レベル廃液）及びそれぞれ取り扱う設備に対する知識を向
上させる。

作業と保安規定の関係を常に意識するように、作業実施に係る資
料に保安規定の該当する条項を記載する旨を、会議体のルール
等に反映する。

ａ．ルール、仕組み

ｂ．組織風土

上旬 中旬上旬 中旬 下旬

５月

下旬

７月

上旬 中旬 下旬

６月

実施状況分類 再発防止対策

漏えい検知装置の計装配管に詰まりがある状態であっても、動作不能と判断するよう統括当直長に対し
周知するとともにルール化した。

保修作業実施計画の作成の要否に関して、判断フローを作成し、保修作業実施計画を作成しない場合に
は、その判断フローに基づく判断結果（判断根拠となった資料）を作業票に添付することを保修担当課長
に周知するとともに、判断フローや判断した記録を作業票に添付するルールを社内規定類に追加した。

ａ．ルール、仕組み

ｂ．組織風土

事業部長以下の事業部幹部において、本事象に係る判断や対応の反省について ディスカッションを行
い、安全文化醸成の意識向上を図った。
また、事業部幹部以外のディスカッションについては、中長期的な対策として実施していく。

再処理安全委員会資料に、保安規定の該当する条項を記載するよう社内規定類の改正を行った。

保安規定の運用ルールの詳細を定めた社内規定類を、「設備に求められる状態」の解釈及び「保修作業
実施計画」が必要となる保修作業内容を明確になるよう改正した。
また、当該箇所以外についても、解釈に迷うような箇所を吸い上げ、社内規定類を改正していく取り組みに
ついては、中長期的な対策として実施していく。

作業実施に係る資料に保安規定の該当する条項を記載するよう周知した。
また、会議体（再処理安全委員会を除く）のルールに本対策を反映することについては、中長期的な対策
として実施していく。

２００９年

再発防止対策分類

なお、今回の保安規定違反を発生させたマネジメントの問題に対し、事業部長は、「今回の事案の重さや重要性の理解及び今後の安全に対する意識を統一する。」及び「発生した事象をより重大
な事象側に（通報連絡区分を上位に分類）捉えて判断することを再徹底」することを目的として安全最優先宣言を行う。

運用検討・ルール化
事例の積み上げ実施（継続実施）

教育方法の調査・検討

ルール化（～8/E）

教育内容の検討 新しい教育内容での教育実施
（継続実施）

教育内容の検討

ルール化を要する下部規定の洗い出し・ルール化

改正ルールに基づき運用（継続実施）

教育方法の運用検討・教育内容の検討
ルール化（～8/E）

運用検討・ルール化
必要なルール化の実施（継続実施）

運用検討・ルール化
ディスカッションの実施

新しい教育内容での教育実施
（継続実施）

【以後、定期的に実施】

（ルール化後、教育の継続実施）
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組織要因に係る対策のアクションプラン
（安全基盤の強化に向けたアクションプラン）

５月 ６月 ７月 ８月 ９月～

①社長は,今回の事象を受けて、改めて「安全最優先」を宣言。その中で、社長は以下のことをコミット。
・全員が、安全確保に向けて意志と力を合わせ本報告書に示した具体的な対策を着実に進める
・各職位が、それぞれの役割を十分に果たし安全を何よりも優先する業務運営がなされていることを、社長として確認する

②事業部トップは、中間管理職と十分なコミュニケーションを図るため、以下を実施。
・作業の目的、意義、安全上の留意点、工程等を具体的かつ明確にして指示
・リソース（時間、人、資金等）及びリスクに関して意見を吸い上げる
・意見や提案を出しやすい場の醸成を図る
・工程や職場の状況について意見交換を行う

③社長は、事業部トップが実施する以下の活動の実効性をマネジメントレビューで確認
・中間管理職を含む現場の意見を踏まえて、双方が納得できる計画（リソースの充足を含む）を策定しているか
・中間管理職の意見をくみ上げるしくみを作り、それを機能させているか

①作業計画の策定にあたっては、以下を実施
・潜在するリスクに留意し、常に「万が一」を想定して、多重防護の考え方に徹した作業計画を立案
・立案した計画を確実に審査する仕組みを確立

②以下の活動を実施
・保安規定の下部規程、手順書、マニュアル類については、安全確保に係る記載をさらに充実
・安全確保のための予兆管理能力を一層向上させるべく、活動の強化

①人的リソースを充足すべく、人事異動により、人的資源の増強

②幅広い視野を持った人材の育成に加えて、設備に精通した専門家（スペシャリスト）の養成

①運転部門における当直員と日勤者の連携を密にし、連絡ルールをさらに充実

②業務を俯瞰・整理できるよう業務フローを充実

①中間管理職の意識及びマネジメント力を向上させるための教育を強化（再処理工場のＴＰＭ活動の強化等）

②安全意識を深めるために、以下の教育プログラムを作成し、実施。
・多重防護の観点からのリスクアセスメントを通じてリスク評価の技術・技能を向上させるための教育
・保安規定やマニュアルの解釈や根拠、保安規定作成時の背景に至るまでを理解させるための教育

③相互に関連する設備の多重防護を劣化させた事例について、
・トラブル事例集を拡充
・安全確保に係る意識向上と情報共有に活用

④今回の事例を題材にした教育・訓練を高レベル廃液系、プルトニウム溶液系等を取り扱う部門の全従業員に実施

⑤他企業研修への派遣枠を中間管理職まで拡大し、継続実施

２００９年

（３）必要な資源の確保

（４）組織の連携強化

（５）教育・訓練の充実

（２）リスクを低減する活動の基盤強化

対　策

（１）コミットメントとコミュニケーションの充実、および結果の確認

マネジメントレビュー
※１

　　　▽

記載の充実が必要な箇所等

の洗い出し

「安全最優先宣言」
▽

トラブル事例集
の修正

教育内容の検討

人事システムの中で継続してフォロー

継続して実施

継続して実施

継続して実施

教育実施

教育実施

教育実施

研修実施

事業部トップが実施す
る活動の実効性の確認

継続して実施

継続して実施

４月２７日から開始

▽

教育実施

継続して実施
（追加項目の検討等）

継続して実施
（教育プログラム見直等）

４月３０日実施（仕組み）

▽

継続して実施（作業計画を立案、仕組みの見直し検討等）

規定類等の

改正手続き

見える化の趣旨徹底と業務フローの充実化

教育プログラムの作成、ルール化

トラブル事例集に追加する項目の洗い出し

派遣枠、研修先等の検討

２月９日実施（ガラス固化人員増強）

▽ 必要に応じて実施
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添付資料－５

※１：上記対策の実施状況のフォローをマネジメントレビューで実施する。
※２：上記（２）、（４）、（５）の対策については、小集団活動等の活動を活用して実施する。




